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 ラリー競技開催規定第２条に従い、スペシャルステージラリーに適用する

規定を以下の通り定める。 

 

第１章 総則 

第１条 定義 

 １）ラリー競技の開始（BEGINNING OF THE RALLY）：ラリーは、書類検査

あるいはレッキ（いずれか早い方）で開始する。ラリーの競技要素は、

最初のタイムコントロールで開始する。 

 ２）ラリー競技の終了（END OF THE RALLY）：ラリー競技は、最終公式順

位認定の掲載をもって終了する。ラリー競技の要素は、最終タイムコン

トロールで終了する。 

 ３）公式通知（Bulletin）：ラリーの競技会特別規則を修正、明確化ある

いは補足完成するための公式な書面による通知。 

 ４）コミュニケーション（Communication）：競技長あるいは競技審査委員

会のいずれかにより発行される、情報提供の公式な書面による通知。 

 ５）コントロール：参加車両の通過または通過時刻の確認を行う場所で、

下記の種類がある。 

  （１）タイムコントロール：参加車両の到着時刻を記録する地点。 



 

  （２）スペシャルステージのスタートコントロール：スペシャルステー

ジのスタート時刻を記入する地点。 

  （３）スペシャルステージのフィニッシュコントロール：スペシャルス

テージのフィニッシュ時刻を記録する地点。ただし、タイムカード

への実際の記入は同じコントロールエリア内にあるストップポイン

トで行う。 

  （４）パッセージコントロール：参加車両の通過確認を行う地点。 

 ６）コントロールエリア（CONTROL AREAS）：最初の黄色地の警告サインと

ベージュ色に３本の横断線の入った最終サインまでの場所がコントロー

ルエリアとみなされる。 

 ７）レコナイザンス（RECONNAISSANCE：レッキ）：スペシャルステージの

下見のことをいい、ドライバー、コ・ドライバーはレッキスケジュール

に従いスペシャルステージを走行すること。 

 ８）レグ（LEG）：夜間リグループ（オーバーナイトパークフェルメ）によ

り分けられるラリーの各競技部分。第１レグの前の夜にスーパースペシ

ャルステージが行われる場合、それは第１レグの第１セクションと見な

される。 

  （１）１つのレグにおける各クルーの運転時間は合計18時間を超えない

こと。 

  （２）１つのレグの終了から次のレグの開始までの間は、６時間以上の

レストタイム（停車時間）が設定されなければならない。なお、競

技中の連続走行時間（１回が連続10分以上の運転の中断をすること

なく、連続して運転する時間）は、最長２時間を目安とし、設定す

ることを推奨する。 

 ９）セクション：リグループで区切られる競技区間の単位。 

 10）ロードセクション：主として移動を目的とした走行に充てられ２つの

連続するタイムコントロールで区切られた区間、もしくはスペシャルス

テージスタートとそれに続くタイムコントロールで区切られた区間を指



 

す。 

 11）リグループ：参加車両の隊列を整えることを目的として設定される停

車をいう。リグループを行う場所は、出入り口にタイムコントロールを

設けてパルクフェルメの状態を保たなければならない。その停車時間は

クルーによって異なってもよい。 

 12）ニュートラリゼーション：何らかの事由によりオーガナイザーが参加

車両を停車させること。この停車時間は競技時間に算入されない。その

場所にはパルクフェルメの規則が適用される。 

 13）パルクフェルメ（PARC FERMÉ）：車両への一切の作業、検査、調整あ

るいは修理が、本規則、あるいはラリー競技会特別規則により明確に許

されている場合以外許可されず、許可を受けた競技役員だけがその実施

を認められる領域。 

 14）禁止されるサービス（PROHIBITED SERVICE）：競技車両に車載されて

いる物以外の、製造物（オーガナイザーにより供給される場合以外の固

体あるいは液体）、スペアパーツ、工具あるいは器具をクルーが使用あ

るいは受領することができない。 

 15）タイムカード（TIME CARD）：アイテナリーの中で予定されている様々

なコントロールポイントで記録されたタイムを記入するためのカード。 

 16）メディアゾーン（MEDIA ZONE）：サービスパーク、リモートサービス

あるいはリグループパークの入口のタイムコントロール手前で、メディ

アのために設定されたゾーン。 

 17）テクニカルゾーン（TECHNICAL ZONE）：２箇所のタイムコントロール

で区切られた、車検員による技術検査を実施する目的のゾーン。 

 18）ラジオポイント：スペシャルステージ内走行中の競技車両の走行状況

を把握し、事故発生時の効率的な救助活動を目的に、スペシャルステー

ジ内に設置される地点。この地点では、通過確認（トラッキング）要員

と緊急時要員が配置され、連絡用無線が設置される。また、赤旗が準備

され、競技長の指示により赤旗が提示される場合がある。スペシャルス



 

テージ内にて赤旗が提示されるのはこの地点のみである。 

19）トラッキング： 

（１）定義 

ラリー競技におけるロードおよび信号の管制を適切に遂行するため、 

オーガナイザーが通信等を用いる機器・電子システム、および／または

人員配備等による人為的な手段を用いて、ＳＳステージにおけるすべて

の競技車両の正確な位置、挙動および状態を追跡すること。 

（２）機能の要諦 

①ＳＳコースでのトラブル発生が速やかに確認できる。  

②ＳＳコースでのトラブル発生箇所が速やかに把握できる。 

（３）推奨基準  

①必須事項 

ア  電波法、個人情報保護法等、関係法令に適合している。 

イ  通信等を用いる機器・電子システム使用の場合： 

（ア） 無線通信（衛星、携帯、Wi-Fi 等）あるいは有線通信 

（光ファイバー、有線ケーブル、有線接続しＰＣで記録を取り 

出す等）。 

（イ）競技会全体を通じ通信状態が良好である。 

（ウ）車載装置は、競技車両に安全に固定することが可能。 

（エ）ラリー競技の使用に耐える信頼性（耐震性、使用可能温度、 

耐水性等）を有する。 

②推奨事項 

ア  ＳＳコースでのトラブル発生を概ね１０秒以内に確認可能。 

イ  通信等を用いる機器・電子システム使用の場合： 

（ア） マップに各ステージが表示され、ＳＳコースにおける競技車両

の位置情報を常時表示可能。 

（イ） シートベルトおよび安全ベルトを装着した状態で、クルーが 

SOS／OK ボタンプッシュ操作が可能。 



 

（ウ）トラブル発生時に、現場のセーフティの状態(OK／SOS)の判別

が可能。また、ＳＳコースの通信カバー率は、概ね８０％以上

確保されている。 

（エ）競技車両端末から OK 発報の際、現場がコースクリアか、 

コースを塞いでいるかを選択可能。 

（オ）競技車両端末から SOS 発報の際、火災の発生があるか、負傷

しているかを選択可能。 

（カ）競技車両端末との通信状態（確保または断絶）の確認が 

可能。 

（キ）競技車両端末から SOS が発報された際、ラリーコントロール

側でSOS傍受と同時に、アラーム等でコントロールルーム内に確

実に知らせる機能を有する。 

（ク）競技長が提示した赤旗を対象車両端末に表示可能。 

 20）スーパースペシャルステージ（SUPER SPECIAL STAGE）：本規則に述べ

られ、ラリー競技会特別規則に詳細のあるスペシャルステージの変化形

でアイテナリーに記載される。 

第２条 統一書式 

 オーガナイザーは、アイテナリー、ロードブックおよびタイムカードを作

成しなければならず、別添の推奨様式に従うことが望ましい。 

 １．アイテナリーおよびロードブック：オーガナイザーは、レッキ開始前

までにすべてのクルーにアイテナリーが含まれたロードブックを配布す

ること。推奨様式については別添３を参照のこと。クルーはアイテナリ

ーとロードブックに必ず従うこと。オーガナイザーは、迂回ルート（オ

ルタネートルート）を予めロードブックに記載しておくか、ロードブッ

クと同時に配布すること。 

 ２．タイムカード：オーガナイザーは、行程上に設けられた各コントロー

ル（第21条．参照）で計時記録の記入および押印または署名を行うため



 

のカードを用意しなければならない。少なくとも各セクションごとに

別々のタイムカードのセットを発行することとする。また必要に応じて

パッセージコントロールで押印または署名を行ってもよい。 

   推奨様式については別添４を参照のこと。 

第３条 特別規則書 

 特別規則書には、国内競技規則４−８のほか、少なくとも次の事項を明示す

ること。 

 １．ラリー概要：下記の事項を明記すること。 

  １）開催日程および開催場所 

  ２）競技会本部の所在地、レイアウト図、電話番号、開設および閉鎖日

時 

 ２．競技内容：下記の事項を明記すること。 

  １）本規定に従ったスペシャルステージラリーであること。 

  ２）スペシャルステージの路面の種別（舗装路面、非舗装路面および積

雪路面等）。 

    なお、第３章で述べられている事項については、特別規則書に改め

て記載する必要はないが、記載する場合は文言および内容を変更しな

いこと。 

 ３．競技距離：スペシャルステージの合計距離および総走行距離 

 ４．クルーおよび参加車両の変更に関する下記の事項 

  １）正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただしコ・ドライ

バーおよび参加車両については、参加者から理由を付した文書が提出

され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 

  ２）参加クラスの変更を伴う参加車両の変更は認められない。 

 ５．整備作業の範囲 

  １）タイヤの交換 

  ２）ランプ類のバルブの交換 



 

  ３）点火プラグの交換 

  ４）Ｖベルトの交換 

  ５）各部点検増締め 

  ６）上記１）〜５）以外にオーガナイザーが定める整備作業の範囲 

 ６．ラリースケジュール：下記の事項を含むこと。 

  １）参加申込の開始日時 

  ２）参加申込の締切日時 

  ３）レッキの受付日時および実施日時 

  ４）参加確認の日時 

  ５）公式車検の日時 

  ６）第一回審査委員会の日時 

  ７）ドライバーズブリーフィングの日時 

  ８）各レグのスタートリスト発表の日時 

  ９）暫定結果の発表日時 

  10）表彰式の開催日時 

 ７．暫定のアイテナリー 

 ８．その他当該競技会で適用される追加規則 

第４条 公式書類 

 ・公式通知 

   特別規則書の内容への追加または訂正は公式通知によって行うことが

できる。公式通知は特別規則書を補完するものであり、特別規則書の一

部と見なされる。公式通知を発行する場合は、発行日時、通し番号、発

行者および宛先を明記し、定められた場所に掲示すること（その場所は

予め確実に参加者またはクルーに伝達すること）。状況によっては参加

者またはクルーに直接伝達あるいは配布しても良いが、この場合は必ず

参加者またはクルーから確認の署名を得ること。公式通知は掲示する場

合も含めてすべて黄色い用紙を使用すること。 



 

 ・ラリーガイド 

   このガイドの概念は、メディア、競技役員あるいは競技参加者いずれ

もが、１つの書類で書類事務作業を済ませられるようにしようとするも

のである。ラリーガイドは、ラリースタートの少なくとも３週間前に電

子的書類として発表することができる。ラリーガイドの印刷版作成はオ

ーガナイザーの任意である。 

 ・エントリーリスト 

   競技会特別規則にあるエントリー締め切り次第、オーガナイザーは、

以下の内容を含めエントリーリストとして発表すること。 

   −競技車両番号 

   −競技参加者のフルネーム 

   −ドライバー／コ・ドライバーの氏名 

   −エントリーする車両名と車両型式 

   −エントリーする車両のクラス 

 ・スタートリスト 

   スタートリストは、競技会審査委員会の承認の後、競技長が署名し、

競技会特別規則に決められている時刻に発表される。 

第５条 参加車両 

 １．本競技に参加できる車両は次の通りとする。 

  １）国際格式競技：ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項のグ

ループＮまたはグループＡ規定に従った車両。 

    ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則地域ラリー選手権規定に従っ

た車両。 

  ２）国内格式競技以下： 

  （１）ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＲＮ車

両、ＲＪ車両、ＲＰＮ車両、ＲＦ車両またはＡＥ車両。 

  （２）ＲＲＮ車両を除くＦＩＡ公認車両 



 

     ただし、当該車両は全日本選手権に限り参加可能とし、臨時運行

許可証および番号標を有している場合、当該許可における運行目的

は当該車両が参加するラリー競技会への参加でなければならず、か

つ、運行期間は当該競技会に有効なものでなければならない。 

  （３）ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、2002年12月31日以前に

運輸支局等に初度登録され、かつ2002年ＪＡＦ国内競技車両規則第

３編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）。 

  （４）上記（１）の車両に対し、ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー

車両規定第２章安全規定第２条、第３条および第４条に定められた

安全装備を夫々装着しなければならない。ただし、スペシャルステ

ージがＪＡＦ国内スピード競技公認コースにおいて実施される場合

はこの限りでない。 

 ２．ＦＩＡまたはＪＡＦの認定する選手権競技を除き、オーガナイザーは

特別規則書に規定することにより、各車両規定で認められている改造範

囲をさらに制限することができる。 

 ３．オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用で

きるタイヤの本数および仕様を規制することができる。 

 ４．外国登録自動車を一時輸入してラリー競技に使用する場合は、道路交

通に関する条約（1949年、ジュネーヴ）等で規定されている要件を満た

していること。 

 

第２章 競技運営 

第６条 競技会本部（ヘッドクォーター） 

 １．競技会期間中は競技会本部（ヘッドクォーター）を設置すること。 

 ２．競技中はラリーコントロールを中心とした十分な連絡体制を敷くこ

と。とくに事故処理、救急に関するものについては万全の措置を講じる

こと。 



 

 ３．必要な決定を遅滞なく行うため、競技会審査委員と競技長は、適切な

通信手段等を用いて常に連絡が取れる状態でなければならず、また競技

会審査委員のうち少なくとも１名は競技会本部付近に待機していなけれ

ばならない。 

第７条 競技の設定 

 １．ロードセクションの目標所要時間の設定は、一般交通の用に供されて

いる道路について、その道路の速度制限に従い、かつ瞬間的にもその道

路の制限速度を超えないように設定すること。 

   山間部およびカーブの多い道路では、クルーの安全に留意し、ミスコ

ースを誘発するようなコース設定ならびに競技運営を行わないこと。ま

た、要所には中間連絡車または監視役員を配置すること。 

 ２．サービスパーク、リグループおよびパルクフェルメは道路以外で十分

な駐車スペースを有する場所に設けること。 

 ３．競技の開催前に複数回の試走を行うこと。 

 ４．コースの距離測定に際して、高速自動車国道等の距離表示を基準距離

とすること。 

 ５．特別規則書に記載された競技方法は、いかなる場合も競技会審査委員

会の承認なしに変更してはならない。 

第８条 スペシャルステージの開催運営基準 

 １．クローズド（クローズド格式）、リストリクティッド（地方格式）： 

 （１）各コースは、原則として舗装路面（アスファルト、ターマック

等）、未舗装路面（グラベル等）、または積雪路面（氷結路面を含

む）のいずれかで設定されなければならない。また異なる路面のスペ

シャルステージを組み合わせる場合は（ミックス路面を含み）、参加

者に事前に情報を告知すること。 

 （２）開催については、下記事項を満足しなければならない。 



 

   １）コースは競技関係者以外には確実に遮断されていること。 

   ２）コースは、安全性を考慮し適切な場所に設定すること。 

   ３）スタートからフィニッシュまでの主要な箇所に通過確認（トラッ

キング）、連絡用無線を設置したラジオポイントを必ず設けるこ

と。 

   ４）ラジオポイントには通過確認（トラッキング）要員と緊急時要員

を配置し、赤旗を準備しておくこと。 

   ５）開催場所の周辺には救急病院（外科、脳神経外科、整形外科、救

命救急センター等）があり、競技会当日の受け入れ体制が確立され

ていること。 

   ６）開催場所に観衆（観客）を入れる場合は、その安全確保に十分留

意しなければならない。とくに、ＪＡＦ公認レーシングコースおよ

びＪＡＦ公認スピード競技コース（２級以上）以外の場所に観衆を

入れる場合には、公認コースに準じた十分な防護対策を講じなけれ

ばならず、ＪＡＦの確認（査察等）を受けること。 

    観客安全・コントロール 

    ①観客に警告を促すために、⑦の手段を適用すること。必要であれ

ば、危険なエリアに侵入しているいかなる人物も排除すること。 

    ②競技長は、救急委員長の推奨事項（ＦＩＡ国際競技規則Ｈ項参

照）を考慮することとする。また、万一危険な状況の場合にはス

ペシャルステージを中止できるよう、００カー、０カーの乗員

（および審査委員会）の推奨事項も考慮することとする。 

    ③競技中（００カーが通過後、スイーパーカーが通るまで）一般観

客は、競技に使われる道路沿いに移動することを禁止する。 

    ④競技中に観客の安全を確保するため、十分な人数のオフィシャル

又は警備員を配置しなければならない。 

    ⑤オフィシャルは、はっきりと確認できるように、ジャケット等を

身に付けること。 



 

    ⑥観客が安全に移動できるような場所、および時間を設定するこ

と。 

    ⑦インフォメーション（安全に対する告知） 

     観衆向けのインフォメーションはさまざまな方法による 

     −印刷物、呼びかけ、およびテレビ報道 

     −ポスター提示 

     −パンフレットの配布 

     −拡声器装備車両（コースインフォメーションカー）の競技ルート

通過により観衆に告知する（最初の車両がスタートする45分か

ら１時間前が推奨される）。この車両は、拡声器装備のあるヘ

リコプターに替えることができる。この運用は必要に応じて何

度も繰り返すことができる。 

  ７）上記１）〜５）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技規

則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。 

 （３）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に基づき、下記事項を強く

推奨する。 

   １）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項を参考に緊急事態に備え

た「セーフティプラン（緊急時マニュアル）」を作成し、関与する

競技役員に緊急時の対応を周知徹底すること。 

   ２）ラジオポイントは約５km毎に設置すること。 

   ３）スタート地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。 

    −緊急用車両 

    −医師または救急救命措置の行える者 

    −消火器（４kg×２本相当以上） 

    −大会本部との連絡機器 

   ４）ストップ地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。 

    −消火器（４kg×２本相当以上） 

    −大会本部との連絡機器 



 

   ５）緊急用車両は、参加車両から救出するのに必要な機材を積載した

車両と、負傷したクルーを搬送できる車両の２台体制であることが

望ましい。 

   ６）上記１）〜４）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技

規則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。 

 ２．セミナショナル（準国内格式）、ナショナル（国内格式）またはイン

ターナショナル（国際格式）： 

 （１）各コースは、原則として舗装路面（アスファルト、ターマック

等）、未舗装路面（グラベル等）、または積雪路面（氷結路面を含

む）のいずれかで設定されなければならない。また異なる路面のスペ

シャルステージを組み合わせる場合は（ミックス路面を含み）、参加

者に事前に情報を告知し、それぞれの路面に適したタイヤを装着でき

るよう配慮すること。 

 （２）開催については、下記の事項を満足しなければならない。また、イ

ンターナショナル（国際格式）については国際モータースポーツ競技

規則付則Ｈ項にも従わなければならない。 

   １）コースは競技関係者以外には確実に遮断されていること。 

   ２）コースは、安全性を考慮し適切な場所に設定すること。 

   ３）国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項を参考に緊急事態に備え

た「セーフティプラン（緊急時マニュアル）」を作成し、関与する

競技役員に緊急時の対応を周知徹底すること。 

   ４）スタートからフィニッシュまでの間に通過確認（トラッキン

グ）、連絡用無線を設置したラジオポイントを必ず設けること。こ

のラジオポイントは約５km毎に少なくとも１ヵ所設置しなければな

らない。 

   ５）ラジオポイントには通過確認（トラッキング）要員と緊急時要員

を配置し、赤旗および消火器（３kg以上）を準備しておくこと。 

   ６）スタート地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。 



 

    −緊急用車両 

    −医師または救急救命措置の行える者（全日本選手権では医師が望ま

しい） 

    −消火器（４kg×２本相当以上） 

    −大会本部との連絡機器 

     コースが15kmを越える場合には中間地点（ミッドポイント）には

緊急時に対応し以下のものを配置すること。 

    −緊急用車両 

    −医師または救急救命措置の行える者 

    −消火器（４kg×２本相当以上） 

    −大会本部との連絡機器 

  ７）ストップ地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。 

   −消火器（４kg×２本相当以上） 

   −大会本部との連絡機器 

  ８）緊急用車両は、参加車両から救出するのに必要な機材を積載した車

両と、負傷したクルーを搬送できる車両の２台体制であることが望ま

しい。 

  ９）開催場所の周辺には救急病院（外科、脳神経外科、整形外科、救命

救急センター等）があり、競技会当日の受け入れ体制が確立されてい

ること。 

  10）開催場所に観衆（観客）を入れる場合は、その安全確保に十分留意

しなければならない。とくに、ＪＡＦ公認レーシングコースおよびＪ

ＡＦ公認スピード競技コース（２級以上）以外の場所に観衆を入れる

場合には、公認コースに準じた十分な防護対策を講じなければなら

ず、ＪＡＦの確認（査察等）を受けること。 

    観客安全・コントロール 

   ①観客に警告を促すために、⑧の手段を適用すること。必要であれ

ば、危険なエリアに侵入しているいかなる人物も排除すること。 



 

   ②危険な場所はセーフティープランに盛り込むこと。オーガナイザー

は、セーフティープランに示されている危険なエリアをはっきりと

示すこと。それはまた観客の到着前に行うこと。 

   ③競技長は、救急委員長の推奨事項（ＦＩＡ国際競技規則Ｈ項参照）

を考慮することとする。また、万一危険な状況の場合にはスペシャ

ルステージを中止できるよう、００カー、０カーの乗員（および審

査委員会）の推奨事項も考慮することとする。 

   ④競技中（００カーが通過後、スイーパーカーが通るまで）一般観客

は、競技に使われる道路沿いに移動することを禁止する。 

   ⑤競技中に観客の安全を確保するため、十分な人数のオフィシャル又

は警備員を配置しなければならない。 

   ⑥オフィシャルは、はっきりと確認できるように、ジャケット等を身

に付けること。 

   ⑦スペシャルステージは、観客が安全に移動できるような場所、およ

び時間を設定すること。 

   ⑧インフォメーション（安全に対する告知） 

    観衆向けのインフォメーションはさまざまな方法で伝える 

    −パンフレット、チラシ、プログラム 

  11）上記１）〜10）に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技規

則付則Ｈ項に準拠した準備や対策を追加すること。 

第９条 競技役員 

 １．各コントロールのタイムカードの記入者は公認審判員資格Ｂ３級以上

の所持者でなければならない。（クローズド格式競技を除く。） 

 ２．計時を担当する競技役員は、事前に計測器具などの点検を行い、正確

かつ公正な計測および判定を行わなければならない。 

 ３．ＪＡＦオブザーバーは、ラリーのすべての局面を再考し、適切な報告

書式を完成する。 



 

 ４．競技参加者のリレーションオフィサー（ＣＲＯ）の第一の任務は、競

技参加者／クルーに対し、規定およびラリーの運営に関連する情報ある

いは解説を提供することである。ＣＲＯは、競技参加者／クルーが容易

に確認できなければならず、ＣＲＯスケジュールにしたがっているこ

と。 

第10条 参加確認および参加車両検査 

 １．参加者に対し、少なくとも下記の書類の提示を義務づけ、その記載内

容を確認すること。 

  １）すべてのクルーの自動車運転免許証 

  ２）すべてのクルーの競技運転者許可証 

  ３）競技参加者許可証 

  ４）自動車検査証 

  ５）自動車損害賠償責任保険証 

  ６）対人賠償保険証（または共済等）および搭乗者保険証（または共済

等） 

  ７）臨時運行許可証（臨時運行許可申請書） ※必要な場合 

  ８）自動車カルネおよび登録証書 ※必要な場合 

 ２．オーガナイザーは、車両申告書、車両検査チェックリスト等を適宜作

成し、出走前に第５条に記載された車両規定への適合性を検査するこ

と。また、ヘルメット等の安全装備品の確認を行うこと。 

 ３．オーガナイザーは、タイヤの本数および仕様を規制するため、あるい

は参加車両またはその構成部品の同一性を確認するため、これらにマー

キングや封印等を施すことができる。マーキングや封印の実施について

は、特別規則書に明記しなければならない。参加者はこれらのマーキン

グや封印等を当初通り保持する責任を負う。 

 ４．すべての参加車両は、定められた時刻に車両検査を受けなければなら

ない。 



 

 ５．参加者は車両検査において自己の参加車両が車両規定に合致している

ことを証明できる書類を持参しなければならない。これらを持参してい

ない場合、オーガナイザーの判定に対して異議を唱えることはできな

い。 

 ６．競技会審査委員会は、規則に不適合な箇所が発見された参加車両に対

し、規則に合致させるための限られた修復時間を与えることができる。 

 ７．オーガナイザーは競技会期間中、任意に参加車両の追加検査または追

加確認を行うことができる。参加者は競技会期間中、常に各自の参加車

両の適合性について責任を持つものとする。 

 ８．各クルーは、競技の最終コントロール通過後ただちに参加車両をパル

クフェルメに進入させ、下記の確認を受けること。 

  ①出走前に車検を受けた車両と同一であること。 

  ②罰則の対象となる要因の有無。 

  ③マーキング、封印等を実施した場合は、それらが保持されているかど

うか。 

 ９．出走前の車両検査において競技の公正性または公平性に関わる箇所の

確認を実施しなかった場合、オーガナイザーは競技終了後任意の上位入

賞車両についてこれらの箇所に関する検査を行わなければならない。 

 10．競技終了後、競技会審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断

した場合、もしくは抗議の内容により必要とされる場合、オーガナイザ

ーは分解を伴う再車両検査を行うことができる。 

 11．オーガナイザーは競技中著しく車体、保安部品または排気系統を破損

した参加車両を走行させてはならない。かつ、競技車両は４つの自由に

回転する車輪（ホイールとタイヤの両方が正しく装着されている状態）

でのみ走行でき、ドライバーの視界を著しく妨げるほどフロントガラス

にダメージを負った車両は、競技中一切の走行もさせてはならない。 

 12．特別規則書に特に記述がない場合、クルーまたはチームで登録された

サービス員が参加車両を車検場に持ち込むことができる。 



 

第11条 レッキ 

 １．スペシャルステージラリーでは必ず実施されるものとし、具体的な実

施方法は特別規則書に明記されなければならない。その方法は、各クル

ーが公平にコース情報を記録することができるよう配慮したものとし、

車両を用いる場合はスペシャルステージ１ヵ所につき、予定されている

進行方向で少なくとも２回の走行が可能な設定とすることが望ましい。

車両によるレッキが実施できない場合は慣熟歩行等でこれに代えてもよ

い。レッキ中の車両が相互に対向するようなスケジュール設定をしては

ならない。また、オーガナイザーは競技に使用されるロードブックおよ

びレッキに必要な情報が記載された地図等をクルーに配布するととも

に、スペシャルステージのスタート／フィニッシュ、ラジオポイントお

よびストップポイントの位置をコース上に示すこと。レッキ実施中はコ

ースに適切に係員を配置しなければならない。 

 ２．オーガナイザーは特別規則書に明記することにより、レッキに使用す

る車両およびタイヤの仕様を定めることができる。 

 ３．レッキ中のスピード 

   オーガナイザーはスペシャルステージ内の制限速度を決めても良い。

その制限速度は特別規則書に記載し、レッキ中のいかなるタイミングで

もチェックすることができる。 

第12条 ブリーフィング 

 オーガナイザーは出走前に参加者、クルー、競技会審査委員会、競技長お

よび主要競技役員が出席するブリーフィングを開催し、競技ならびに救急体

制に関する補足説明および質疑応答を行うこと。 

 すべての参加者およびクルーはブリーフィングに出席しなければならな

い。 



 

第13条セーフティカー（00カー、0カー）とオフィシャルカー（スイーパー） 

 オーガナイザーは複数台のセーフティカーおよびオフィシャルカーを用意

しなければならない。これらの車両は「００」、「０」および「スイーパー

カー」のゼッケンを付け、すべての行程を、セーフティプランのセーフティ

カーおよびオフィシャルカースケジュールに従って走行しなければならな

い。 

 ００カーはコースの安全確認、設置物、セーフティカーの配置、計時機器

の動作、競技役員の配置、観客およびメディアの安全性等、スペシャルステ

ージを開始するために必要な確認および競技長への報告を主たる役務とす

る。０カーは参加車両の直前に走行し、コースの最終安全確認およびスペシ

ャルステージの開始が可能であることの確認を主たる役務とする。 

 ００カーおよび０カーのドライバーおよびコ・ドライバーは中程度の速度

で完全に安全な走行ができる程度の運転技術および経験があり、ステージ内

の必要条件を正確に理解していることに加えて、コース上の状況について適

切に報告できなくてはならない。 

 ００カーおよび０カーは、参加車両と同様にすべてのＴＣにて計時および

タイムカードへの記入を受けること。０カーはスペシャルステージの走行時

には警告音および警告灯を作動させること。また、コースの映像を記録する

ことが推奨される。 

 スイーパーカーは、参加車両が走行後セーフティプランのセーフティカー

およびオフィシャルカースケジュールに従ってすべての行程を走行しなけれ

ばならない。走行中は、離脱・リタイヤ届を提出しようとしているクルー

や、走行不能車両、援助を求めている車両、コース上の重大な問題がないか

を確認し、競技長に報告すること。 

 ００カーが通過してから、スイーパーカーが通過するまでの間、競技役員

は競技体制を維持すること。 



 

第14条 競技結果 

 １．競技結果はスペシャルステージで記録された所要時間と、ロードセク

ションその他で課されたペナルティタイムを合計して決定される。競技

結果は時・分・秒で表記するものとする。 

 ２．オーガナイザーは競技の進行に従って随時下記の競技結果を発表しな

ければならない。また、スペシャルステージの所要時間とその他のペナ

ルティタイムの両方が記載されていなければならない。 

  １）レグ別順位結果：１つのレグの終了時点で発表される非公式な参考

順位記録で、当該レグ終了までの累積結果が記載されるものとする。 

  ２）暫定最終結果：当該ラリー終了後発表される暫定結果。 

  ３）正式結果：暫定最終結果発表後、抗議の制限時間が経過し、競技会

審査委員会による承認を経た当該ラリーの公式結果。 

 ３．複数のクルーの最終成績（すべてのスペシャルステージの所要時間と

すべてのペナルティタイムを合計した時間）が同じである場合は、最初

のスペシャルステージでより少ない所要時間を記録したクルーが上位と

なる。これで順位が決定できない場合は２番目以降のスペシャルステー

ジの結果を順次比較して決定する。この方法は、レグ別順位結果につい

ても適用する。 

第15条 儀典 

 フィニッシュ後の表彰ならびに賞の授与は下記に従って実施することがで

きる。 

 １．セレモニアルフィニッシュ：最終コントロール前に行う形式的なフィ

ニッシュで、暫定結果に基づいたフィニッシュ順としても良い。 

 ２．暫定表彰：暫定結果に基づく形式的な表彰式を行っても良い。ただし

授与されるものは公式なものであってはならない。 

 ３．表彰式：正式最終結果に基づく公式な賞の授与。 



 

 

第３章 競技細則 

 

 本章は、ＦＩＡ地域ラリー選手権規定（FIA Regional Rally 

Championships, Sporting Regulations）に準じた国内規定として定めたもの

である。 

第16条 サービス（整備作業） 

 １．競技中は、参加車両のサービスはオーガナイザーが設定したサービス

パークでのみ行うことができる。ただし、外部からの援助を受けること

なく、クルー自らが車載の道具類のみを使用して作業を行う場合はこの

限りではない（コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く）。 

 ２．サービスパークまたはリグループへの入場前のタイムコントロールで

クルーと書類や飲食物の受け渡しを行うことは認められる。 

 ３．サービスパークは次の規格に沿って設定されるものとする。 

   各レグの最初のスペシャルステージ前：15分 レグ１については強制

ではない。ただしラリーの競技的要素の後およびオーバーナイトリグル

ープの後の場合はその限りではない。 

   ２つのステージグループの間：30〜45分 

   （フレキシーサービスを行う場合は20〜45分） 

   最終レグを除く、レグ終了時：45〜60分 

   オーガナイザーにより、ラリーフィニッシュ前に10分間のサービスを

設定することができる。 

 ４．サービスパークはアイテナリーに明記され、出入り口にはタイムコン

トロールを設置すること（ただし、別添２に定める各標識間の距離は５

メートルでよい）。 

 ５．サービスパーク内においては、いかなる車両も30km／hを超えて走行し

てはならない。 



 

 ６．サービス車両は参加申し込み時に登録され、サービス車両であること

を示すプレート等を表示していなければならない。 

 ７．サービス後にタイヤマーキングを行う場合、マーキング作業実施場所

はサービスパーク出口のタイムコントロール直後に設置すること。この

場合、続くロードセクションの目標所要時間は上記の作業時間を考慮し

て設定すること。 

第17条 タイヤ交換   

 タイヤ交換はサービスパーク以外で行ってはならない。ただし、クルー自

らが車載の道具類のみを使用して車載のスペアタイヤと交換する場合はこの

限りではない（コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く）。この場

合、外したタイヤは必ず車両に積んで持ち帰ること。また、スペアタイヤの

搭載は２本までとする。 

第18条 燃料補給および充電 

 オーガナイザーが指定した場所以外での燃料補給、充電は認められないこ

と。燃料補給中はエンジンを停止するとともに、クルーは車外で待機する

か、車内で待機する場合は安全ベルトを外していなければならない。また、

充填については安全を十分に確保して行い、車両へは燃料給油以外の作業を

行ってはならない。 

第19条 スタートおよび再スタート   

 １）各クルーのスタート時刻（または再スタート時刻）は、各レグスター

ト前の指定された時間に競技会審査委員会承認後、競技長が署名したス

タートリストによって示される。 

 ２）セレモニアルスタート 

   セレモニアルスタートはプロモーション等の目的で実施することがで

きる。スタートインターバル及びその順番は、オーガナイザーにより決



 

定される。スケジュールおよび会場は特別規則書に記載すること。クル

ーがその車両でセレモニアルスタートに参加できない場合であっても、

その後のラリーを指定された時間通りにスタートすることは許される。

ただし、審査委員会に報告され、車両検査を通過しなければならない。

クルーは車両がなくてもセレモニアルスタートに参加しなければならな

い。 

 ３）スタートの最大遅延 

   セクションのスタートから15分以上遅れたクルーについては、そのセ

クションをスタートすることができない。 

 ４）レグ２以降のスタート順 

   レグ２以降のスタート順は、レグの最終ステージ終了時の成績に準じ

る。 

 ５）スタート間隔 

   特別規則書で特に言及されていない場合、全車両のスタート時間の間

隔は１分となる。 

 ６）スタート順変更 

   競技長は安全上の理由、および審査委員会の助言により、クルーのス

タート順もしくはスタート間隔の変更を行うことがある。 

 ７）スタートエリア 

   ラリーの競技要素スタートの前に、オーガナイザーはスタートエリア

にすべての競技車両を集合させることができ、そこには競技会特別規則

に詳細のあるスタート時刻の前に車両が運転されてこなければならな

い。スタートエリアへの遅延到着についての罰金を課す場合は、競技会

特別規則に明記されなければならない。スタートエリアでは一切のサー

ビスが禁止される。 

第20条 タイムカードへの記入 

 １．ラリーのスタートにおいて、各ロードセクションごとに定められた目



 

標所要時間が記入されたタイムカードをクルーに支給する。これらのカ

ードは、１つのセクションを走行するために必要な枚数が支給されるも

のとし、各クルーはそれぞれのセクションの終了ごとにカードを提出す

る。タイムカードの提出および記入内容の確認は各クルーの責任におい

て行うこと。時刻の記入は常に00：01-24：00の形式で時・分単位（スペ

シャルステージのフィニッシュにおける計時記録は秒または１／10秒の

単位まで）を明記するものとする。ラリーを通じての公式時刻は特別規

則書に明記されること。 

 ２．タイムカードは常に提示できるようにしておき、コントロールではク

ルー自身が競技役員にカードを提出し、記入を受けること。ただし、特

別規則書または公式通知により指示することで手順を変更する事ができ

る。 

 ３．タイムカードの記入内容の修正はその権限のある競技役員によっての

み行われる。 

 ４．いかなるコントロールにおいても、タイムカードへの時刻の記入、お

よび押印または署名が確実に履行されなければならない。 

 ５．タイムカードに記入された時刻および所要時間と当該競技会の公式書

類に記録された時刻および所要時間が異なっている場合は、競技会審査

委員会がこれを審査し最終判断を行う。 

６．競技が続行できなくなったクルーは原則としてタイムカードをオフィ

シャルに提出しなければならない。 

第21条 コントロールの機能 

 １．すべてのコントロールは以下の方法で示される。 

  （１）コントロールエリアの開始は黄色地の予告標識によって示され

る。予告標識から約25ｍ先に設置される実際のコントロールの位置

は、予告標識と同一の図柄の赤色地の標識によって示される。さら

に約25ｍ先に設置されるコントロールエリアの終了はベージュ地



 

（黄色地でも可）に黒の斜線が３本入った終了標識によって示され

る。 

  （２）コントロールエリアはパルクフェルメとみなされ、いかなる修理

も行ってはならない。またいかなる援助も受けてはならない。 

  （３）参加車両は、タイムカードへの記入等に必要な時間を超えてコン

トロールエリア内に留まってはならない。 

  （４）タイムコントロールにはクルーが参加車両に搭乗したまま容易に

視認できる公式時計を設置することが望ましい。ただしチェックイ

ンはクルーの責任で行わなければならない。 

  （５）タイムコントロールに配置されている競技役員は、クルーに対し

て正しいチェックイン時刻を示唆したり、それに準じる行動を取っ

てはならない。 

  （６）コントロールの開設は、最初の参加車両の通過予定時刻の少なく

とも30分前とする。 

  （７）競技長が特に規定しない限り、コントロールは最終参加車両の到

着予定時刻の15分後に閉鎖する。 

  （８）クルーはコントロールの責任者の指示に従わなければならない。 

 ２．すべてのコントロールは別添１に示す規格に従った標識を使用して示

される。 

   コントロールエリアの標識設定は以下の３種類がある。 

  （１）タイムコントロール：黄色地のNo.１の標識はコントロールエリア

の開始を示す（予告標識）。そのコントロールの実際の位置は赤色

地のNo.１の標識で示される。コントロールエリアの終了はベージュ

色地（黄色地でも可）のNo.２の標識で示される（終了標識）。 

  （２）スペシャルステージ：スタート地点は赤色地のNo.３の標識で示さ

れる。フィニッシュ地点の予告は黄色地のNo.４の標識で示される。

計時の行われる実際のフィニッシュ地点は赤色地のNo.４の標識で示

される。さらにその先（原則として100ｍ以上300ｍ以内）に設置さ



 

れた計時記録記入地点（ストップポイント）は、赤地色に“STOP”

と表示された停止標識で示される。さらにエリアの終了はベージュ

色地（黄色地でも可）のNo.２の標識で示される。 

  （３）パッセージコントロール：黄色地のNo.５の標識はコントロールエ

リアの開始を示す（予告標識）。そのコントロールの実際の位置は

赤色地のNo.５の標識で示される。コントロールエリアの終了はベー

ジュ色地（黄色地でも可）のNo.２の標識で示される（終了標識）。 

 ３．コントロールの競技役員は一見して識別できるようにすること。とく

にコントロールの責任者はそれを示すジャケット等を着用すること。 

 ４．パッセージコントロールでは、競技役員はタイムカードが提出された

ら速やかに受領の処置（サイン等）を記入すること。 

 ５．タイムコントロールでは、競技役員はタイムカードが手渡された時刻

を記入する。（計時は分までとする） 

第22条 タイヤウォーミングゾーン（ＴＷＺ） 

オーガナイザーはスペシャルステージの直前にタイヤウォーミングゾ

ーンを設けることができる。タイヤウォーミングゾーンとは、クルーが

タイヤ、ブレーキのウォームアップ等を行う事ができる場所である。た

だし、占有許可を得た道路または閉鎖された施設内などでなければなら

ない。設置場所は、タイムコントロール後が望ましい。タイムコントロ

ールの後に設ける場合、スタートまでの距離に応じて与えるスタート時

刻（通常、3 分後）をアイテナリに示すこと。タイヤウォーミングゾー

ンは、その開始位置と終了位置に専用看板を提示する。場所はロードブ

ックに明示され、レッキの時点から場所がわかるようにしなければなら

ない。スペシャルステージと同様の安全管理をしなければならない。こ

の場所以外でタイヤ、ブレーキのウォームアップ等と見なされる行為を

行ったクルーは審査委員会に報告され失格を上限とする罰則が与えられ

る。 



 

第23条 タイムコントロールにおけるチェックインの手順 

 １．チェックインの手順は、参加車両がコントロールエリアの開始を示す

標識を通過した時点から始まる。 

 ２．コントロールエリアの開始を示す標識からコントロールを示す標識ま

での間はいかなる理由でも停車したり、異常な低速で走行してはならな

い。 

 ３．実際の計時とタイムカードへの記入は、参加車両とその２名のクルー

が当該コントロールエリア内にあり、設置された記入場所に到着した時

にのみ行うことができる。何らかの原因によりコントロールエリアが参

加車両等で混雑し、目標到着時刻に参加車両がコントロールエリアに進

入できない場合は、コ・ドライバーが車両を降りてタイムカードをタイ

ムコントロールに提出することによって、当該参加車両がコントロール

エリア内に進入したものとみなす。この場合は車両がコントロールエリ

ア外にあってもパルクフェルメ規制が適用される。 

 ４．コ・ドライバーは、徒歩で自車の目標チェックイン時刻の１分前より

早くコントロールエリア内に進入してもよい。さらに、目標時刻通りに

自車をチェックインさせるため、ドライバーにコントロールエリアへの

進入の合図を送ってもよい。 

 ５．タイムカードの提出を受けた競技役員は手書きまたは印字装置によっ

て時刻を記入する。その際に記入する時刻は、実際にクルーから競技役

員にカードが手渡された瞬間の時刻でなければならない。ただし下記10

に該当する場合はこの限りではない。 

 ６．目標チェックイン時刻とは、ロードセクションを走行するために指定

された目標所要時間を当該区間をスタートした時刻に加えたもので、分

単位まで表示される。 

 ７．参加車両が目標チェックイン時刻と同じ分、またはその前の分にコン

トロールエリアに進入しても早着のタイムペナルティは受けない。 



 

 ８．目標チェックイン時刻と同じ分の間にタイムカードを手渡した場合、

遅着のタイムペナルティは受けない。 

   例：目標チェックイン時刻が18時58分の場合、チェックインが18時58

分00秒から18時58分59秒の間に行われれば、目標時刻どおりに到着した

ものと見なされる。 

 ９．タイムコントロールの責任者は、早着した参加車両が当初予定どおり

の時刻にコントロールを離れることができるよう、必要なニュートラリ

ゼーションの時間を設けることができる。 

 10．オーガナイザーが指定するコントロールについては特別規則書または

公式通知に明記することにより、タイムペナルティを与えることなく 

目標時刻より前にチェックインさせることができる。  

 11．競技長は競技上のアクシデントを受けたクルーの取り扱いについて、

競技会審査委員会の承認を得て適切な措置を講じることができる。 

 12．実際のチェックイン・タイムと予定チェックイン・タイムに相違があ

るときは、以下のペナルティが課されるものとする。 

  １）遅着：１分および１分未満につき、10秒（１分10秒の遅着であれ

ば、20秒のペナルティが課される）。 

  ２）早着：１分および１分未満につき、１分。 

 13．コントロールエリアへの再入場は禁止される。 

第24条 コントロールのスタート時刻 

 １．次のロードセクションがスペシャルステージを伴わない場合、タイム

カードに記入されたチェックイン時刻がそのまま次のロードセクション

のスタート時刻となる。 

 ２．次にスペシャルステージのスタートが続く場合は下記の手順が適用さ

れる。 

  ①当該タイムコントロールとスペシャルステージのスタートコントロー

ルは同一のコントロールエリアに含まれるものとし、標識は下記の通



 

り示す。 

   —黄色地のタイムコントロール予告標識 

   —約25ｍ先に赤色地のタイムコントロール標識 

   —50〜200ｍ先に赤色地に閉じた旗のスペシャルステージスタート標識     

   —約25ｍ先にベージュ色地（黄色地でも可）に３本斜線のコントロール

エリア終了標識 

  ②当該タイムコントロールにおいては、チェックイン時刻に加えて、続

くスペシャルステージのスタート予定時刻も同時に記入しなければな

らない。このスタート予定時刻は、クルーのスタート準備に要する時

間を考慮してチェックイン時刻の３分後とする。 

  ③その後、参加車両は速やかにスペシャルステージのスタートコントロ

ールへ移動する。スタートコントロールの競技役員は、スペシャルス

テージの実際のスタート時刻（通常は上記②の予定時刻と同じ）を記

入する。その後、第25条６に定められたスタート手順に従ってスター

トさせる。 

  ④スペシャルステージ直前のタイムコントロールに、２組以上のクルー

が同じ分にチェックインした場合は、その前のコントロール（タイム

コントロールまたはスペシャルステージフィニッシュコントロールの

うちいずれか直前のもの）の通過順に従ってスペシャルステージのス

タート予定時刻を与える。もし１つ前のタイムコントロールの通過時

刻も同じである場合は、さらにその前の通過時刻に従うものとし、以

下同様とする。 

  ⑤スペシャルステージスタート時刻は、その後に続くロードセクション

のスタート時刻にもなる。 

第25条 リグループのコントロール 

 １．競技ルート沿いにリグループを設置することができる。その出入り口

はタイムコントロールによって規制される。 



 

 ２．リグループの設置目的は、遅着やリタイヤによって発生した参加車両

の時間間隔を詰めるためであり、設定にあたっては、エリア内に留まる

時間ではなくエリアからのスタート時刻に最も配慮しなければならな

い。 

 ３．リグループのコントロールに到着したら、クルーは競技役員にタイム

カードを提出し、スタート時刻の指示を受ける。それから速やかに参加

車両をパルクフェルメ内に進入させ、パルクフェルメで指示された場所

に停車したらエンジンを停止し、クルーはパルクフェルメ外に出る 

こと。 

 ４．リグループ後のスタート順は、可能な範囲でリグループ到着時点の総

合順位に従うべきであるが、この方法を採ることが難しい場合は、当該

リグループのコントロールに到着した順とする。 

 ５．リグループコントロールに到着後、クルーはスタートタイムを指示さ

れる。その後、競技役員の指示に従いクルーは車両を移動させる。その

後エンジンを停止し、クルーはパルクフェルメ外に出ること。 

 ６．リグループが15分を越えないのであれば、クルーはリグループに留ま

ることができる。 

第26条 スペシャルステージ 

 １．スペシャルステージのコースおよびコースに通行が可能なすべての道

は、参加車両および競技役員車両以外が進入しないよう遮断し、競技役

員または警備員を配置するなどして厳重に閉鎖されなければならない。

オーガナイザーはこの閉鎖措置を確実に履行する責任を負う。また、各

スペシャルステージの責任者（ステージコマンダー）は当該スペシャル

ステージのスタートに常駐し、大会本部と無線、電話等の方法にて連絡

が可能な状態であること。 

 ２．スペシャルステージ区間の計時は秒単位で行われるが、オーガナイザ

ーが特別規則書に明記することにより、１／10秒まで計時することがで



 

きる。 

 ３．スペシャルステージ内ではヘルメット及び安全ベルト着用が義務づけ

られる。 

 ４．クルーがスペシャルステージを逆走することは禁止される。 

 ５．スペシャルステージのスタートは、スタンディングスタートとする。

参加車両はエンジンのかかった状態でスタートライン上に停止し、スタ

ートの合図を受ける。合図が出されてから20秒以内にスタートできない

車両は離脱となり、当該車両は安全な場所へ速やかに移動される。 

 ６．スペシャルステージのスタート 

  １）オフィシャルがタイムカードにスタート時刻が記入したら直ちにク

ルーにタイムカードを渡すこと。オフィシャルはスタートラインに車

両を誘導する。オフィシャルの誘導により車両の前端部が正しい位置

になるように停止させる。スタート灯火信号またはカウントダウン表

示装置を使っている場合、1分前または車両がスタートラインに停止し

た後に、クルーがはっきりとそれらを見ることができるようにしなけ

ればならない。誘導が終わった後はスタート時刻まで車両を移動する

ことはできない。移動した場合、審査委員会により罰則が与えられる

場合がある。 

２）スタートコントロールの競技役員は、クルーから提出されたタイム

カードに当該参加車両のスタート時刻を記入し、これをクルーに戻

す。その後クルーに充分聞こえる大きな声で30秒−15秒−10秒−５秒−４

秒−３秒−２秒−１秒の順にカウントダウンする。これはスタート灯火

信号または、カウントダウン表示装置によって行ってもよいが、その

場合はスタート位置のクルーからはっきりと見えることおよびスター

ト30秒前にアナウンスを行うこと。表示方法およびそれを含めたスタ

ートの手順に関する事項は特別規則書に明記されていることを条件と

する。当該装置はフライング検知装置と連動させてもよいが、設置位

置は、スタートラインの先50cmの位置とすること。 



 

  ３）カウントダウンが終了した瞬間に、スタートの合図が出される。参

加車両はこれに従って速やかにスタートしなければならない。 

  ４）スペシャルステージにおいて、指示された時刻でのスタートを拒否

したクルーは、当該スペシャルステージを走行する、しない、にかか

わらず、審査委員会に報告される。 

  ５）反則スタート、特にスタート合図前にスタートする違反について

は、以下の罰則が課せられる： 

   第一回目の違反：10秒 

   第二回目の違反：１分 

   第三回目の違反：３分 

   それ以上の違反：競技会審査委員会の裁量に任される。 

    これらの罰則は、競技会審査委員会が必要と判断した場合に、より

重い罰則を課すことを妨げるものではない。タイム算出には、実際の

タイムが使用されなければならない。 

 ７．スペシャルステージのスタートは、不可抗力が生じた場合に限り、担

当競技役員によってのみ遅らせることができる。 

 ８．クルーまたは参加車両に起因して自己のスタートが遅れた場合は、タ

イムペナルティが課されたうえで担当競技役員によって新たな時刻が与

えられる。 

 ９．スペシャルステージのフィニッシュはフライングフィニッシュとす

る。フライングフィニッシュと停止ラインの間のエリアは、湾曲、鋭利

なあるいは見間違うようなコーナーあるいはゲートのような障害物また

は危険な妨害物が一切ない状態であることが望ましい。黄色地の予告標

識から停止標識“STOP”までの間は停車が禁止される。 

10.計時は印字または記録機能を持つ計測装置を用いて行うことが望まし

い。印字された記録は保管され、競技会審査委員会から求められた場合

に提出できなければならない。補助としてストップウォッチを使用する

ことが必要であるが、これには印字機能は義務づけられない。計時を行



 

う競技役員は、フィニッシュライン（赤色地にチェッカーフラッグの図

柄の標識＝別添１ No.４参照＝で示される計時基準線）の延長線上に配

置され、車両の先端がフィニッシュラインを横切った瞬間を計時し、そ

の通過時刻をストップポイントの競技役員に伝達する。 

なお、何らかの理由によりメインおよびサブ計測装置に不具合が生じ、

計時不良が生じた場合、競技長は当該各クルーに対し、適正と判断した

タイムを与える。 

 11．フィニッシュライン通過後、参加車両はストップポイントまで進み、

タイムカードにフィニッシュライン通過時刻（時間、分、秒、および適

用される場合は１／10秒）の記入を受ける。 

 12．スタック等によりスペシャルステージのコース上に停止し、かつ競技

役員が後続車両に危険を及ぼすと判断した場合は、基準所要時間内であ

ってもコースから排除されることがある。この場合、当該車両はレグ離

脱またはリタイアとなる。 

 13．スペシャルステージにおいては、いかなる援助（自車のクルー２名以

外が行うもの）を受けることも禁止される。ただし、コースを塞いだ車

両を排除する場合はこの限りではない。 

 14．スペシャルステージのスタート間隔は当該レグのスタート間隔と同一

でなければならない。ただし、他の諸規則または特別規則書に異なる記

述がある場合はこの限りではない。 

 15．スペシャルステージの赤旗表示 

  １）スペシャルステージ内で何らかのアクシデントが発生した場合、競

技長の指示によりスタートからアクシデントが発生した場所の手前の

すべてのラジオポイントにて赤旗が提示される。赤旗を提示した時刻

およびアクシデントが発生した場所の手前のすべてのラジオポイント

で最初に提示された車両は記録され、競技長を通じ審査委員会に報告

されなければならない。 

  ２）クルーは、赤旗を確認したら直ちに減速し、安全な速度にてストッ



 

プまで移動すること。また、競技役員の指示には必ず従うこと。 

    この規則に違反した場合、審査委員会の判断により、ペナルティー

が課される。 

  ３）レッキ時には、ラジオポイントの位置が解るよう看板等で提示する

こと。 

    その看板は小さくてもよいが、レッキを行うクルーがペースノート

にその位置を書き込めるように、はっきり認識できること。 

  ４）スペシャルステージ内にて赤旗以外の旗が提示されることはない。 

  ５）スペシャルステージ内にて赤旗が提示されたクルーには、競技長に

より適正だと判断されたタイムを与える。 

  ６）スペシャルステージの中断 

    スペシャルステージが何らかの理由で中断もしくはストップした場

合、競技長は各クルーに対し、適正だと判断したタイムを与える。 

    ただし、ステージストップの原因となったクルーに対しては、これ

は適用されない。実際にかかった時間が与えられる。 

  ７）各ステージによって異なる無線ネットワーク（約５km毎に設置）チ

ャンネルで設置されるラジオポイントは、車両の追跡、およびラリー

の監視が可能であること。各ラジオポイントはロードブック内に示さ

れ、背景が青で黒い稲妻マークが入った看板で示されていること。加

えて、ラジオポイントの100m手前に背景が黄で黒い稲妻マークが入っ

た看板を設置すること。 

    ミッドポイントには、追加の看板（青色背景に白の十字）をラジオ

ポイント看板の真下に設置すること。 

    それは上記と同じデザインとするが、背景を黄色にすること。 

 16．競技クルーの安全 

  １）スペシャルステージで参加車両がやむを得ず停車した場合、クルー

はその場所から少なくとも50ｍ手前の目立つ場所に反射式の三角表示

板を車両と同じ側に配置し、後続車両に適切な合図を行わなければな



 

らない。なお車両がコース上にない場合も三角表示板を配置しなけれ

ばならない。この規則に従わないクルーは審査委員会の判断によりペ

ナルティが課される。 

  ２）参加車両には、片面に赤字で「ＳＯＳ」、もう片面には緑字で「Ｏ

Ｋ」と書かれたＡ３判のカードが搭載されており、救急医療措置が不

要な場合もしくは消火が必要ない場合は、「ＯＫ」ページをすべての

後続車両に明瞭に提示すること。また他に援助を行おうとしている者

（ヘリコプター等）があれば、それらに対しても同様に提示するこ

と。停車車両がコース上の場合は、状況に応じて停車状態をボディア

クション等で後続車両に対し、当該区間最終参加車両通過まで合図す

ること。 

  ３）その後速やかに復帰が可能か否かを判断すること。 

  ４）復帰可能と判断した場合、安全確保を最優先に作業を実施する。特

に後続車両が接近した場合は作業を中断し安全な場所へ退避するこ

と。 

  ５）復帰不可能と判断した場合、当該区間最終参加車両通過まで車外の

安全な場所で退避すること。 

  ６）クルーが車両から離れる場合は、後続車にはっきりと見える場所に

「ＯＫ」ページを提示しておくこと。 

  ７）近接した地点に複数車両が停止した場合、夫々の車両が上記１）〜

６）を実施すること。 

  ８）救急医療措置が必要な場合もしくは消火が必要な場合は赤色の「Ｓ

ＯＳ」ページを提示すること。これが提示されていた場合、後続車は

下記の手順に従う。また「ＯＫ」「ＳＯＳ」のどちらの提示もなく、

車両がかなりのダメージを負っていてクルーが車両内および／または

車両の外にいると思われる場合も同様の手順に従うこと。 

   ①援助するために直ちに停止する。その他の後続の車両も停止し、事

故現場に２番目に到着した車両は、事故のことを知らせるために次



 

のラジオポイントかストップまで行く。 

   ②それ以降の後続車は緊急車のための車幅をあけて停止し、援助を行

う。なお、後続車が援助にあたる場合、少なくともクルーの１人は

以降の後続車への告知対応を行うこと。 

  ９）上記２）または８）の場合で、いかなる理由においても「ＯＫ」

「ＳＯＳ」ページを提示することが可能でない状況にあるときは、車

外でクルーによって示される明らかで明確に理解できるジェスチャー

で置き換えることができる。 

   −腕を上げ、親指を立てて示す「ＯＫ」（図１） 

   −頭の上で腕を交差して示す「ＳＯＳ」（図２） 

 

 

 

 

 

 

  10）上記一連の緊急措置はロードブックにも明記されなければならな

い。 

  11）リタイヤしたクルーは、リタイヤ届を必ずオーガナイザーに提出し

なければならない。この規則に従わないクルーは審査委員会の判断に

よりペナルティが課される。 

 17．スーパースペシャルステージ 

  １）スーパースペシャルステージの特徴：２台以上の車両が同時にスタ

ートする場合、各スタート地点の走路設計は類似したものでなければ

ならない。各車両には同様のスタート手順が適用されなければならな

い。異なるスタート位置からのステージ距離を均衡化するために、車

両のスタートラインを互い違いに配列することができる。 

  ２）スーパースペシャルステージの実施：スーパースペシャルステージ



 

の実施、スタート順およびタイム間隔についての特別規定は、すべて

オーガナイザーの裁量に任される。しかしながら、この情報はラリー

の競技会特別規則に含まれなければならない。 

 18．ひとつのスペシャルステージを同じ方向で走行する回数は、２回以内

が望ましい。 

第27条 パルクフェルメ 

 １．適用 

   以下の場合、車両はパルクフェルメの規定の対象となる： 

  １）リグループエリアに進入した瞬間から退出するまで。 

  ２）コントロールエリアに進入した瞬間から、その退出まで。 

  ３）ラリーの終了地点のパルクフェルメに到達した瞬間から、審査委員

会がパルクフェルメの解除を宣言した時まで。 

 ２．パルクフェルメに進入が許される関係者 

  １）車両をパルクフェルメに停車したらすぐに、ドライバーはエンジン

を停止させ、クルーはパルクフェルメ外に出なければならない。特別

な作業を行うオフィシャルを除き、いかなる者もパルクフェルメに進

入することはできない。 

  ２）クルーは各自のリグループアウト時刻10分前にパルクフェルメに進

入できる。 

    リグループの停車時間が15分以内の場合は、クルーはリグループに

留まることができる。 

 ３．パルクフェルメへの進入・退出、およびパルクフェルメ内での移動の

ために車両を押すことができるのは、担当競技役員および当該クルーの

みとする。 

 ４．テクニカルチェック 

   パルクフェルメ内において、技術オフィシャルによってテクニカルチ

ェックが行われることがある。 



 

 ５．パルクフェルメ内での修理 

  １）車両の損傷が激しく、安全上不適格と技術オフィシャルが判断した

場合、当該車両は技術オフィシャルの立ち会いの下、補修を行うこと

ができる。 

  ２）技術オフィシャルの監視の下クルーは、チーム員を含め３人までが

ウィンドウスクリーンを交換することができる。 

  ３）上記の補修作業により、当初のスタート予定時刻よりも遅延した場

合、当該クルーには補修作業の終了後、新たなスタート時刻が与えら

れる。１分及び１分未満の遅れにつき１分のペナルティが課される。 

 ６．パルクフェルメ内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、そ

の後当該参加車両にそのバッテリーを搭載してはならない。 

第28条 車両の移動 

 サービスパーク以外において参加車両を牽引または運搬すること、あるい

はクルー以外の第３者が参加車両を押して移動させることは禁止される。た

だし、安全上やむを得ない場合はこの限りではない。 

第29条 罰則 

 本競技については、別添５による罰則が適用される。 

 

第４章  参加者およびクルーの遵守事項 

第30条 安全装備 

 スペシャルステージラリーに参加するクルーならびに車両に対しては、下

記の安全装備が義務づけられる。またオーガナイザーは、特別規則書に明記

することにより、より高規格の装備品を義務づけたり、追加の安全装備品を

義務づけることができる。 

 １．クルーが着用するもの 



 

  １）国内競技車両規則第５編細則に従ったヘルメット 

  ２）国内競技車両規則第５編細則に従ったレーシングスーツ 

  ３）ドライバーはグローブを着用すること。 

４）国際格式競技 

    車両がスペシャルステージを走行中はいつでも、クルーはホモロゲ

ーションが承認されたヘルメット、必要とされる安全衣服や国際モー

タースポーツ競技規則付則Ｌ項第３章ドライバーの装備品に定められ

ている機材を装着しなければならない。そして安全ベルトを締めてい

ること。いかなる違反についても競技長よりペナルティが課され審査

委員会に報告される。 

 ２．参加車両に搭載するもの 

  １）非常用停止表示板（三角）２枚 

  ２）非常用信号灯 

  ３）赤色灯 

  ４）牽引用ロープ 

  ５）救急薬品 

  ６）各車両規定に定められている仕様の消火器 

  ７）表面に赤字で「SOS」、裏面に緑字で「OK」と記されたＡ３版シート 

第31条 一般規定 

 オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底さ

せること。 

 １．競技中は道路交通法の遵守を最優先とする。 

 ２．一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。 

 ３．他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向を

適切に変換し、眩惑を生じさせないよう留意すること。 

 ４．明らかに追い越そうとしている車両がある場合は安全かつすみやかに

進路を譲ること。 



 

 ５．クルーは指示された行程（サービスパークを含む）を正確に維持しな

ければならない。特に、ロードセクションにおいてロードブックに記載

されたルートから逸脱して走行してはならない。なお何らかの原因でオ

ーガナイザーが迂回を指示した場合はその迂回ルートに従うこと。 

 ６．競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員に離脱、リタイヤ届

けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務局

に連絡すること。 

 ７．失格またはリタイヤとなった場合は直ちにゼッケン、ラリー競技会之

証およびその他の競技関係添付物を取り除くこと。 

 ８．安全ベルトは必ず装着し、スペシャルステージ走行時やオーガナイザ

ーの指示がある場合は必ずヘルメットおよびレーシングスーツを着用す

ること。 

 ９．スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は、必

ずサイドウィンドウを閉じて走行すること。 

 10．競技中はオーガナイザーが指定した場所以外でクルー以外の者による

整備作業を行うことはできないこと。 

 11．整備作業を行うことができる者は、当該参加車両のクルーおよびオー

ガナイザーに登録されたサービス員とすること。 

 12．特別規則書に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要

がある場合は、競技会技術委員長の許可を得ること。 

 13．整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留意

すること。 

 14．整備作業実施後は必ず担当競技役員の確認を受けること。 

第５章 規則の施行 

第32条 本規定の施行 

 本規定は、2023年１月１日から施行する。 

  



 

別添１：標識類の標準規格 

１．各標識の図柄は特に指示されたものを除き黒色で表示され、指定された

地色とすること。各標識図形の最外側の円直径が70ｃｍであることが望

ましい。 

２．ゾーン終了の標識は黄色地でもよいが、ベージュ色地であることが 

望ましい。 

３．図形の外側に余白がある場合、余白部分は白地であることが望ましい。 

４．視認性の良い位置にしっかりと設置、固定されていること。 

５．以下の標識類はいずれも有効である。 

 

 

 

 

  



 

別添２：標識類設置の標準規格 

 

 

 

 

 

  



 

別添３：ロードブック推奨様式 

ロードブック 

１．一般条件 

 −ラリー全体で１冊、もしくはレグ毎に１冊のロードブックとすることがで

きる。後者の場合、各レグのロードブックが容易に識別できるようにす

ること。 

 −ロードブックはＡ５サイズとし、金属またはそれと同等のバインディング

で左側を閉じ、３６０°開くように印刷、製本しなければならない。 

 − 厚さ９０ｋｇ以上の紙に両面印刷すること。（表紙以外） 

 −リエゾンとＳＳの区別をつけるためにスペシャルステージのDirection欄

に網かけを使用する（見本参照）。 

 −各区間に認められる時間は「時」＆「分」で表すこと。 

 −１ページに７個以上のコマ図を記載しないこと。（１ページに６個のコマ

図を配置する場合、ヘッダーは見本よりも小さくすること） 

 −ロードブックに落丁がないかチェックできるように、ページナンバーを明

記すること。 

２．表紙からコマ図までのページ 

 −ロードブックには事故の際の手順を記載したページおよび以下に示した条

件を含めること： 

  ●病院／医療機関のリスト 

  ●ラリーＨＱおよび緊急時の電話番号 

 −使用する記号の一覧表を、 ロードブックのフロントページに記載するこ

と。 

 −トリップメーターの補正に関するページを含めること。 

 −ラリー全体の、アイテナリーおよびマップ（距離の凡例および東西南北）

を、各ロードブックに含めること。レグアイテナリーは当該レグマップ

と見開きでページ配置されることが望ましい。 



 

３．コマ図のページ 

  ラリーコースがまったく同じルートで繰返し使用される場合、オーガナ

イザーは、繰り返される部分を共用することで、印刷を節約することが推

奨される。この場合、上部には異なったＴＣ、ステージおよびセクション

ナンバーを記載すること。複数の走行で何か違いがある場合は、共用する

ことができない。 

 −各ロードブックには少なくとも１つのサービスパークレイアウト図を含め

ること。サービス毎に、繰り返しサービスパークレイアウト図を入れる

必要はない。ただし、ＴＣの位置が変わる場合は必要となる。 

 −各ロードセクションもしくはスペシャルステージのスタートは、新しいペ

ージから始めること。 

 −２つの交差点間の距離が２００ｍ以下の場合、ボックスを横線で区切る必

要はない。 

 −各スペシャルステージの前にステージマップを挿入してもよい。その地図

には以下のことが含まれなければならない。 

  ●スケール 

  ●北の方向 

  ●レッキルート（レッキロードブックを作成しない場合に限る） 

  ●オルタネートルート 

  ●スタート／フィニッシュおよびすべての緊急車両ポイント 

 −コントロールエリアの写真または図面を記載しても良い。 

 −スペシャルステージのページを容易に探せる様に、ＳＳナンバーをページ

の横に記載してもよい（見本参照）。両面印刷をする場合、ＳＳナンバ

ーは常にページの外側に記載しなければならない（つまり閉じている方

と逆側でロードブックの側面から確認できる様に）。ＳＳに関わるペー

ジにのみ、ナンバーを記載すること。 

 −すべての緊急車両および救急車のミッドポイントは、指定のマークを使っ

てロードブックに記載しなければならない。 



 

 −道路番号（国道○○線等）を記載すること。 

 −各ディレクション（コマ地図）の線の太さは、進行方向を太線で表すので

はなく、道路幅に合わせて使い分けなければならない。 

 −路面がグラベルの場合は、"Direction"欄と"Information"欄の間は、黒い

太線を表示しなければならない。ターマックの場合はその線を白いまま

で残すこと。 

 −ＴＣからＳＳスタートまでの距離はインフォメーションボックス内に記載

すること（見本参照）。 

４．コマ図ページ以降 

 −ロードブックの後方ページに、オルタネートルートを違う色の紙で含める

ことができる。 

 −ロードブックの最終には以下も含むこと： 

  ●リタイヤ届け 

  ●エンクワイアリシート 

 −ロードブックに変更がある場合（例：公式通知として）、変更後のコマ図

だけでなく変更前のコマ図もそのボックスナンバーと共に掲示するこ

と。 

５．その他 

  ●ロータリーのような交差点のコマ図（計測地点が解りづらい場所）に

は、計測ポイントを記載することが推奨される。 

  ●他のセクションにて、スペシャルステージへ向かう交差点またはスペ

シャルステージからの交差点を通過する場合は、その旨を記載するこ

と。 

  ●タイム記録用ページ 

  ●次のページの交差点が短距離で連続する場合各ページの下部に、次の

交差についての情報。 

  



 

アイテナリー推奨様式 

 

 

 

 

  



 

 −サービスパークを表すボックスは、黒の太線で囲むこと。カラーで印刷す

る場合は、背景を薄い青色にすること。 

 −リグループおよびその他のＴＣを表すボックスは、黒の太線で囲むこと。

背景に色を入れないこと。 

 −リフューエルを表すボックスは、細い黒線で囲むこと。そして背景を黄色

にすること。 

 −レグのトータルおよびラリーのトータルを示すボックスは、細い黒線で囲

むこと。そして背景を薄いグレーにすること。 

 −サービスパークには、Ａ、Ｂ、Ｃの文字を割り当てること。 

 −ラリーの競技開始は常に、ＴＣ０から始まること。 

 −右側の余白にセクションナンバーを記載すること。 

  



 

ロードセクションコマ図推奨様式 

 

 

 

 

  



 

スペシャルステージコマ図推奨様式 

 

 

 

 

  



 

別添４：タイムカード推奨様式 

タイムカード基準 

１．一般 

 −タイムカードは少なくともセクション毎に発行されなければならない。 

 −ロードセクションのターゲットタイムは、タイムカードに明記されなけれ

ばならない。 

 −時間は００：０１−２４：００のように分刻みまで表記すること。経過時

刻の分単位のみがカウントされる。 

 −タイムカードは各セクション終了時に回収、および発行されること。使用

したタイムカードはその後、リザルトチームがチェックを行う。理想と

しては、個別に新しいタイムカードがレグ終了時の４５分サービスにお

いて使用されること。 

２．デザイン 

 −印刷デザインは、サンプルを参照すること。 

 −サイズ：９.９cm×２１cm（Ａ４の紙１枚につき、３枚のタイムカードが印

刷できる） 

 −ボックスのサイズ：１cm 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

別添５：スペシャルステージラリーに適用される罰則 

分類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 
タイムペナルティ

の詳細 

競技全般 

競技中にクルーまたは参加車両を変更したとき 

失格  

リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき 

クルーのうち１名が競技から離脱した場合 

著しく車体、保安部品または排気系を破損して

競技役員から競技の離脱を勧告されているにも

かかわらず走行した場合 

タイムカードを改ざんした場合 

クルーまたは関係者間で不正行為があった場合 

サービスパーク以外の場所でクルー以外の者か

ら参加車両の整備、修理を受けた場合、また、

燃料補給（充電）指定場所以外で燃料補給（充

電）を受けた場合 

競技会審査委員会

の裁定により失格

を上限とする罰則

が適用される。 

 

タイヤの本数または仕様制限に関する違反もし

くはタイヤ交換に関する違反があった場合 

車両規則違反が発見されたとき 

参加者またはクルーがブリーフィングに遅刻ま

たは欠席したとき 

競技会審査委員会

の裁定により失格

を上限とする罰則

が適用されること

がある。 

 

タイムカードに時刻が記入されていない場合 

競技中にクルー以外の第３者を参加車両に乗せ

た場合（負傷者を搬送する場合を除く） 

定められたアイテナリーから逸脱した場合（競

技会審査委員会が不可抗力と認めた場合を除

く） 

サービスパーク内で３０ｋｍ／ｈを超えて走行

した場合、またはパーク内のものに不安や危険

を与える走行をした場合 

サービスパーク以外で参加車両を牽引または運

搬した場合、あるいはクルー以外の第３者が参

加車両を押して移動させた場合（安全上やむを

得ない場合を除く） 

道路交通法に違反したり、交通事故を起こした

とき 

競技役員の重要な指示に従わなかったとき 

レッキ時を含め、走行マナーおよび競技者とし

ての態度、品行、言動に問題がある場合、また

はスポーツマンシップに反する場合 

競技会期間中、オーガナイザーから指示された

時刻や時間制限に従わなかった場合 

本表に記載されている事項以外で、オーガナイ

ザーから罰則適用の提案があり、競技会審査委

員会により当該案件が国内競技規則１１に基づ

く罰則の対象となると判断された場合 



 

 

分類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 
タイムペナルティ

の詳細 

車両検査 

定められた時刻にスタート前の車両検査を受け
なかった場合（競技会審査委員会が不可抗力と
認めた場合を除く） 

スタートが認めら
れない。  

スタート前の車両検査において規則に適合して
いないと判断された場合 

スタートが認めら
れない。 
（ただし、競技会
審査委員会は、規
則に合致させるた
めの限られた修復
時間を与えること
ができる。） 

 

参加者が特別規則書に定められた必要書類を持
参しなかったことにより車両検査委員が当該参
加車両の適格性について確認できなかった場合 

競技会審査委員会
の裁定によりスタ
ートの拒否を上限
とする罰則が適用
されることがあ
る。 

 

参加車両またはその構成部品に施されたマーキ
ングや封印等に手が加えられたり、それらが失
われたりした場合 

失格 
 

スタート
エリア 

競技要素スタート前のスタートエリアに遅延到
着した場合 

特別規則書に記載
された罰金に従
う。 

 

コントロ
ール 

指示された順序に従い、かつ競技ルートの進行
方向に沿ってチェックインしなかった場合 

失格 
 

コントロールの責任者の指示に従わない場合 競技会審査委員会
の裁定により失格
を上限とする罰則
が適用されること
がある。 

 

クルー側の原因でスタートまたは再スタート地
点への到着が目標スタート時刻より遅れた場合 

タイムペナルティ 
ただし、１５分を
超える遅着はレグ
離脱またはリタイ
ヤ。 

１分につき１０秒 

目標チェックイン時刻への１５分以内の遅着 タイムペナルティ 
目標チェックイン時刻への早着 タイムペナルティ １分につき１分 
コントロールの手順に従わない場合 競技会審査委員会

の裁定により失格
を上限とする罰則
が適用される。 

 

参加車両が目標チェックイン時刻の１分前より
早くコントロールエリアに進入した場合 

競技会審査委員会
の裁定により失格
を上限とする罰則
が適用されること
がある。 

 

各タイムコントロールの目標チェックイン時刻
に対し１５分を超えて遅着した場合 

レグ離脱またはリ
タイヤ 
（ただし、競技会
審査委員会は、競
技長の提案があれ
ばレグ離脱または
リタイヤとなる基
準時間を延長する
ことができる。） 

 

  



 

分類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 
タイムペナルティ

の詳細 

スペシャル 
ステージ 

クルーまたは参加車両に起因して自己のス
タートが遅れた場合 

タイムペナルティ １分につき１分 

スタートの合図が出されてから２０秒以内
にスタートできない場合 

レグ離脱またはリタ
イヤ 

 

スペシャルステージを逆走した場合 競技会審査委員会の
裁定により失格を上
限とする罰則が適用
される。 

 

フィニッシュにおいて黄色地の予告標識か
らＳＴＯＰ標識までの間で停車した場合 

競技会審査委員会の
裁定により失格を上
限とする罰則が適用
される。 

 

反則スタート（スタート合図よりも先に車
両が前進した場合） ３回目までの違反： 

 右のタイムペナル
ティが課される。 
４回目以降の違反： 
 競技会審査委員会
の裁定により失格を
上限とする罰則が適
用される。 

最初の違反 ：１０
秒 
２回目の違反：１分 
３回目の違反：３分 
（ただし、競技会審
査委員会が必要と
判断した場合はさ
らに重いタイムペ
ナルティが課され
ることがある。） 

指示されたスタート時刻またはスタート位
置に従わない場合 

競技会審査委員会の
裁定により失格を上
限とする罰則が適用
される。 
（ただし、右のタイム
ペナルティを下限と
する。） 

１０分 

スペシャルステージにおいて何らかの援助
を受けた場合 

競技会審査委員会の
裁定により失格を上
限とする罰則が適用
される。 

 

スペシャルステージ上での停車時に、正当
な理由なく「ＯＫ」、「ＳＯＳ」を後続車
等に提示しなかった場合 

競技会審査委員会の
裁定により失格を上
限とする罰則が適用
される。 

 

セクション 
／レグ 

各セクションもしくは各レグのいずれかの
終了時点においてタイムコントロールへの
遅着時間が合計３０分を超えた場合、また
は競技会全体を通じてこれらの遅着時間お
よび超過時間が合計６０分を超えた場合
（上記の累計遅着時間は、ペナルティタイ
ムではなく実際の遅着時間を合計して算出
する。いかなる場合も遅着時間と早期時間
の差し引きは行われず、それぞれが独立し
てタイムペナルティの対象となる。従っ
て、遅着時間の合計に早着時間は含まれな
い。） 

レグ離脱またはリタ
イヤ 
（ただし、競技会審査
委員会は、競技長の提
案があればレグ離脱
またはリタイヤとな
る基準時間を延長す
ることができる。） 

 

  



 

分類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 
タイムペナルティ

の詳細 

パルクフェ
ルメ 

パルクフェルメにおいて整備、修理、燃料
補給等の作業を行った場合、またはボンネ
ットを開けた場合 
ただし、オフィシャルの監視下の作業を除
く 

競技会審査委員会の
裁定により失格を上
限とする罰則が適用
される。 

 

特例としてウインドウ交換を実施したこと
により予定時刻通りパルクフェルメを退出
できなかった場合 

タイムペナルティ １分につき１分 

特例としてウインドウ交換を実施するにあ
たり、車体またはロールバーの修復作業を
行った場合 タイムペナルティ 

作業時間１分につ
き１分 
および退出の遅れ
１分につき１分 

破損車両を公道走行可能な状態に戻すため
の作業を実施した場合 

 
※失格については、それが発生したセクションまたはレグの終了時点で、公式通知および競技結果（レグ別順
位結果または暫定最終結果）をもって発表されなければならない。 

 なお、審査委員会が失格を裁定する際には、競技役員の報告のみに基づくのではなく、当事者を審査委員会
に召喚して説明の機会を与えた後に決定しなければならない。 

 


